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 第 十 五 次 改 正 
社援発０３２８第１９号 
令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 
 

          都道府県知事 

   各 指定都市市長 殿 

     中 核 市 市 長                          

                    厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長                

 

       社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等 

       の取扱いについて 

 

 標記の国庫補助金の交付については、平成１７年１０月５日厚生労働省発社援第 1

005003 号厚生労働事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について」

（以下「交付要綱」という。）により行うこととされているが、その取扱いに当た

っては次によることとし、平成１７年４月１日から適用することとしたので、管内

市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るよう配慮願いたい。 

 なお、平成１６年１２月６日雇児発第 1206010 号、社援発第 1206021 号、老発第 1206002 号 厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉施設等施

設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて」は廃止する。



第１ スプリンクラー設備 

 １ 対象事業 

   既存施設において、消防法施行令（昭和３６年３月２５日政令第３７号）及び同

法施行規則（昭和３６年４月１日自治省令第６号）に定める設備、設置基準及びこ

れに準じた措置に基づいて設置するスプリンクラー設備の整備事業 

 

 ２ 対象施設 

（１）入所施設（当該施設に併設する短期入所事業所を含む。） 

（２）入所施設以外の施設については、スプリンクラー設備を設置することを要し

ない部分以外の床面積（以下「床面積」という。）が６，０００㎡以上の場合 

 

 ３ 国庫補助基準単価 

   １㎡当たり２６，３００円とする。ただし、入所施設であって、延べ床面積１,

０００㎡以上の平屋建の場合は１㎡当たり５０，３００円とする。 

   また、スプリンクラー設備等を設置するにあたり、水道口径や水圧が不十分であ

る場合等に、パッケージ型の消火ポンプユニット等を設置する場合には、１施設当

たり３,０９０,０００円を加算する。 

   なお、女性相談支援センター一時保護所及び女性自立支援施設にあっては、交付

要綱の別表４－５に定める額とする。 

 

 ４ 国庫補助対象面積 

   施設の延べ床面積を上限として当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局長（徳

島県、香川県、愛媛県及び高知県にあっては四国厚生支局長）が必要と認めた面積

とする。 

 

 ５ その他 

 （１）スプリンクラー設備整備に要する経費についての地方債の取扱いについては、

消防法及び同法施行令の規定により設置を義務付けられていないものについても

起債の対象とされること。 

 （２）スプリンクラー設備の代替えとしての性格を有するパッケージ型自動消火設備

においても同様の取扱いとすること。 

    ただし、次の条件のいずれかを満たす場合についてのみ認められるものである

こと。 

   ア 水源やポンプ室等の設置が土地の制約上困難な場合 

   イ 建物の構造上配管工事が困難である場合 

   ウ スプリンクラー設備の設置工事により、入所者処遇等に相当な困難を生じる
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ことが認められる場合 

   エ その他上記以外にスプリンクラー設備の設置が相当困難と認められる場合 

 

第２ 屋内消火栓設備 

 １ 対象事業 

   既存施設において、消防法施行令（昭和３６年３月２５日政令第３７号）及び同

法施行規則（昭和３６年４月１日自治省令第６号）に定める設備、設置基準及びこ

れに準じた措置に基づいて設置する屋内消火栓設備の整備事業 

 

 ２ 対象施設 

   消防法施行令第１１条に基づき屋内消火栓設備の設置を要する施設（消防法令等

が改正されることに伴い新たに必要となる施設を含む。） 

 

 ３ 国庫補助基準単価 

  (１) 消防法施行令第１１条第３項第１号イからヘまでに掲げる基準による屋内消

火栓設備を設置する場合 

   ア 基準単価 

      (基本額)     (㎡当たり加算額) 

     ５０１万円以内 ＋ ２，０００円／㎡以内 

   イ 屋内消火栓箱設置数による加算 

     屋内消火栓箱については、当該設備を設置する個数に２５９千円以内の額を

    乗じた額を加算する。 

     ただし、特別の事情がある場合を除いて前記アによることが望ましいこと。 

  (２) パッケージ型消火設備を設置する場合 

     基準単価 

     当該設備を設置する個数に３８８千円以内の額を乗じた額 

 

 ４ 国庫補助対象面積 

   施設の延べ床面積を上限として当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局長（徳

島県、香川県、愛媛県及び高知県にあっては四国厚生支局長）が必要と認めた面積

とする。 

 

 ５ その他 

   屋内消火栓設備整備に要する経費についての地方債の取扱いについては、消防法

及び同法施行令の規定により設置を義務付けられていないものについても起債の対

象とされること。 


